
エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（2月20日）
【施設の維持管理】
　環境保全事業団より、施設の維持管理に係る資料の提出を求め、その資料に基づき
維持管理状況の報告を受けた。
　施設の維持管理については、国で定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行
規則」を遵守し、更に厳しい基準を独自に定めた「エコフロンティアかさまの維持管
理に関する計画」に従い、適正に処理されていた。
　そのなかで、国は煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が1ng-
TEQ／N㎥以下と定められているが、環境保全事業団では、0.1ng-TEQ／N㎥以下
となるよう独自に厳しい基準を定めており、結果としては1号炉では0.019ng-TEQ
／N㎥、2号炉では0.022ng-TEQ／N㎥であり、基準を大きく下回っていた。

【次回の監視活動】
　施設モニタリング・排ガスの維持管理・浸出水の放流について実施。

4月の納税等

納期限： 4月30日（木）

固　定　資　産　税	（１期分）

介　護　保　険　料	（１期分）

※	納税には、簡単で便利な口
座振替をご利用ください。
　納期限を過ぎると延
滞金が加算されます。
早めの納税をお願いし
ます。

　4月1日、次の方が総務大臣から行政相談委員に
委嘱されました。
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　行政相談委員は、「めざそう　住みよい　まちづ
くり」をスローガンに、住民の皆さんの身近な相
談相手として、行政に関する相談などを受け付け、
その解決のための活動をしています。
　市では、毎月一回の定例相談所と年に二回の特
設行政相談所を開設しています。毎日の暮らしの
中で、困っていること、悩んでいることなどがあ
りましたら、お気軽にご相談ください。相談は、
無料・秘密厳守です。
特設相談所▶5月27日（水）午後2時～4時
	 市民センターいわま　1階ロビー
定例相談所▶毎月第4水曜日　午後2時～4時
	 友部公民館　1階　相談室
	 ※	ただし、5月は市民センターいわ

まが会場です。

【問合せ】
秘書課（内線226）

総務省茨城行政評価事務所 ℡029（221）3347

　笠間市と隣接する城里町、栃木県の益子町、茂木町の
1市3町が県境を越えて少子化問題に対応するため「縁結
び広域ネットワーク協定」を締結しました。その軸として、
結婚を望む独身男女を成婚へと導くためのWebサイトの
運用を開始しました。
◆結婚を望む独身者
　⇒『婚活希望者』として会員登録
　※	笠間市、城里町、栃木県益子町、茂木町にお住まいか

お勤めの方、または親御さんが4市町にお住まいの20
～40歳未満の方に限ります。

◆ 成婚を支援する人・企業等
　⇒　『婚活サポーター』として登録
◆ 出会いの場を提供する団体等
　⇒　『婚活応援団』として登録

詳しくは、『婚活　ITナビ』で 検索

URL：https://www.ibaraki-tochigi-navi.jp

行政相談委員として
次の方が委嘱されました

婚活支援サイト「ITナビ」はじまる!
～ひとりで悩む婚活から、地域ぐるみで励ます婚活へ～

【問合せ】市民活動課（内線132）

笠間市 城里町

茂木町 益子町
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案内
災害時のためのストマ装具の保
管登録のご案内
　大きな災害に見舞われたときのため
に、オストメイトの方のストマ装具の
保管登録を行っています。
　個人専用の装具を保管する登録を
行っていただくことで、オストメイト
個人が日常使用している装具の災害時
保管用を市役所内に設置した保管庫で
お預かりすることができます。
　指定の保管庫に、日常使用している
ストマ装具をあらかじめ備蓄すること
により、避難所でも使い慣れた自分の
ストマ装具を装着することができます。
対 象▶市内在住・在学・在勤のオスト
メイト（身体障害者手帳所持者で膀
胱･直腸機能障害の方）

保 管対象▶個人が使用するストマ装具
　おおむね2週間分

保管期間▶1年間
　＊	申請の更新をせず、1年間が経過
したものは処分します。

保管場所▶笠間市役所本所　相談室

※	災害時の対応などの運用の詳細につ
いてはお問い合わせください。

問 社会福祉課（内線154）

「起業家誘致・人材サイクルポー
タルサイト」のご案内
　地域の活性化のためには、地域資源
や恵まれた生活環境を活かして、多く
の魅力ある雇用機会を創出することが
必要であり、新規事業の立ち上げにあ
たっては、即戦力となるマネジメント
人材の確保が必要となります。
　また、首都圏等の企業では、Iターン・
Uターン希望者の増加、社内マネジメ
ント層の増加等により、地方圏で働く
ことを希望する勤務経験が豊富な人材
が増えていると言われています。
　こうした中、総務省では、大都市圏
の勤務経験が豊かな人材を地域企業等
に派遣し、地域の資源を活かした事業
の立ち上げを支援する「起業家誘致・
人材サイクル事業」を推進しており、
求人情報と求職者情報のマッチングを
行うポータルサイトを構築しました。
　エキスパート人材をお求めの中小企
業、新規事業や事業拡大を計画してい

る企業等は、ぜひこのポータルサイト
をご活用ください。
U RL▶https://chiikinogennki.
soumu.go.jp/jinzaicycle/

問 商工観光課（内線510）

募集
広報かさま掲載「グルメイトが
行く！」取材先の募集
　「地産地消＝食べて、かさまを応援。」
をコンセプトに、「笠間グルメイト」が、
地産地消を推進している飲食店および
販売店を取材します。取材を希望する
飲食店および販売店は問い合わせ先ま
でご連絡ください。
取 材対象▶
　・	笠間産農畜産物を数種類使ったメ
ニューを通年で提供していること

　・笠間市内の飲食店および販売店
　・市税を滞納していないこと
取材時期▶平成27年初夏ごろ
申込期限▶5月8日（金）
問 農政課（内線526）

申 は申込み先、 問 は問合せ先です。

　収税課では、収納推進強化の取組みとして、納税についての相談ができ
る休日窓口を引き続き開設します。病気や失業・事業の経営不振など、止
むを得ない理由で納期限内に税金を納めることが困難な方には、生活状況
などを伺わせていただいたうえで、納付計画のアドバイスをしています。

期　日▶	4月26日（日）、5月31日（日）、6月28日（日）、7月26日（日）、
8月30日（日）、9月27日（日）、10月25日（日）、11月29日（日）、
12月27日（日）、平成28年1月31日（日）、2月28日（日）、

　　　　3月27日（日）12日間
時　間▶午前8時30分～正午まで
会　場▶笠間市役所本所　収税課
相談および納付できる税目▶ 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健

康保険税
持参品▶収入・支出の分かる書類、認印
※課税内容についてのご相談は、事前に各担当課までご相談ください。

　4月1日付で、豊
とよだ

田勝
かつみ

美さん（新任）
が監査委員に選任されました。
任期▶平成27年4月1日から4年間
　監査委員は、人格が高潔で、市の
財務管理や事業の経営管理その他行
政運営に関する識見を有する人およ
び市議会議員の中から選ばれます。
主に、市の財務に関する事務の執
行および市の経営
に係る事業の管理
が、合理的かつ適
正に行われている
か監査します。

休日納税相談窓口のお知らせ 監査委員の紹介

【問合せ】収税課（内線118、119）
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